
個人情報ファイル簿 

 

ファイル番号 09011-1 

 

個人情報ファイルの名称 公害苦情一件 

行政機関等の名称 尾道市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織等の名称 

因島総合支所市民生活課 

個人情報ファイルの利用

目的 
公害苦情の申立者及び原因者を把握するため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 苦情の申立者及び原因者 

記録情報の収集方法 本人から収集、資産税課からの提供 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 □含む   ☑含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）尾道市因島総合支所市民生活課 

（所在地）〒７２２－２３９２ 

     尾道市因島土生町７番地４ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令等の規定によ

る特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 
☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 



令第２１条第６項第２号に

該当するファイル 

□有 ☑無 

備  考  

 

  



個人情報ファイル簿 

 

ファイル番号 09011-2 

 

個人情報ファイルの名称 広報おのみち配布担当者ファイル 

行政機関等の名称 尾道市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織等の名称 

因島総合支所市民生活課 

個人情報ファイルの利用

目的 
広報おのみちを各世帯へ配布する担当者を把握する。 

記録項目 １区名、２氏名、３住所、４電話 

記録範囲 各地区における担当者 

記録情報の収集方法 各地区からの報告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 □含む   ☑含まない 

記録情報の経常的提供先 公益社団法人尾道市シルバー人材センター 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）尾道市因島総合支所市民生活課 

（所在地）〒７２２－２３９２ 

     尾道市因島土生町７番地４ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令等の規定によ

る特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 
□法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 



令第２１条第６項第２号に

該当するファイル 

□有 □無 

備  考  

 

  



個人情報ファイル簿 

 

ファイル番号 09011-3 

 

個人情報ファイルの名称 行政財産使用許可ファイル 

行政機関等の名称 尾道市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織等の名称 

因島総合支所市民生活課 

個人情報ファイルの利用

目的 
行政財産使用許可の状況を管理するため保有する。 

記録項目 
１住所、２氏名又は名称、３使用財産、４期間、５目的、６

使用料 

記録範囲 行政財産使用許可申請書を提出した人 

記録情報の収集方法 申請人からの情報 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 □含む   ☑含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）尾道市因島総合支所市民生活課 

（所在地）〒７２２－２３９２ 

     尾道市因島土生町７番地４ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令等の規定によ

る特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 



令第２１条第６項第２号に

該当するファイル 

☑有 □無 

備  考  

 

  



個人情報ファイル簿 

 

ファイル番号 09011-4 

 

個人情報ファイルの名称 平成 30年 7月 7日大雨による罹災証明 

行政機関等の名称 尾道市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織等の名称 

因島総合支所市民生活課 

個人情報ファイルの利用

目的 
罹災証明を発行するため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４生年月日、５世帯番号 

記録範囲 罹災届出申請者及び罹災者 

記録情報の収集方法 罹災届出申請者から収集、住基より収集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 □含む   ☑含まない 

記録情報の経常的提供先 企画財政部資産税課 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）尾道市因島総合支所市民生活課 

（所在地）〒７２２－２３９２ 

     尾道市因島土生町７番地４ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令等の規定によ

る特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 



令第２１条第６項第２号に

該当するファイル 

□有 ☑無 

備  考  

 

  



個人情報ファイル簿 

 

ファイル番号 09011-5 

 

個人情報ファイルの名称 被災届出証明一件 

行政機関等の名称 尾道市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織等の名称 

因島総合支所市民生活課 

個人情報ファイルの利用

目的 
被災届出証明を発行するため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４被災地の住所 

記録範囲 被災届出申請者及び被災者 

記録情報の収集方法 被災届出申請者から収集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 □含む   ☑含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）尾道市因島総合支所市民生活課 

（所在地）〒７２２－２３９２ 

     尾道市因島土生町７番地４ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令等の規定によ

る特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 
☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 



令第２１条第６項第２号に

該当するファイル 

□有 ☑無 

備  考  

 

  



個人情報ファイル簿 

 

ファイル番号 09011-6 

 

個人情報ファイルの名称 令和 3年 7月 8日大雨による罹災証明 

行政機関等の名称 尾道市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織等の名称 

因島総合支所市民生活課 

個人情報ファイルの利用

目的 
罹災証明を発行するため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４生年月日、５世帯番号 

記録範囲 罹災届出申請者及び罹災者 

記録情報の収集方法 罹災届出申請者から収集、住基より収集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 □含む   ☑含まない 

記録情報の経常的提供先 企画財政部資産税課 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）尾道市因島総合支所市民生活課 

（所在地）〒７２２－２３９２ 

     尾道市因島土生町７番地４ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令等の規定によ

る特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 
☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 



令第２１条第６項第２号に

該当するファイル 

□有 ☑無 

備  考  

 

  



個人情報ファイル簿 

 

ファイル番号 09012-1 

 

個人情報ファイルの名称 因島地区区長連合会名簿 

行政機関等の名称 尾道市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織等の名称 

因島総合支所市民生活課住民係 

個人情報ファイルの利用

目的 
因島地区区長連合会内の連絡調整のため 

記録項目 １地区、２役職、３氏名、４郵便番号、５住所、６電話番号 

記録範囲 区長連合会及び各区長会から提出された役員及び区長 

記録情報の収集方法 区長連合会及び各区長会から提供 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 □含む   ☑含まない 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）尾道市因島総合支所市民生活課住民係 

（所在地）〒７２２－２３９２ 

     尾道市因島土生町７番地４ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令等の規定によ

る特別の手続等 

 － 

個人情報ファイルの種別 
☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 



令第２１条第６項第２号に

該当するファイル 

☑有 □無 

備  考  － 

 

  



個人情報ファイル簿 

 

ファイル番号 09012-2 

 

個人情報ファイルの名称 因島地域公衆衛生推進協議会名簿 

行政機関等の名称 尾道市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織等の名称 

因島総合支所市民生活課住民係 

個人情報ファイルの利用

目的 
因島地域公衆衛生推進協議会内の連絡調整 

記録項目 １地区、２役職、３氏名、４年齢、５住所、６電話番号 

記録範囲 因島地域公衛協及び各地区衛生組合の役員 

記録情報の収集方法 因島地域公衛協及び各地区衛生組合から提供 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 □含む   ☑含まない 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）尾道市因島総合支所市民生活課住民係 

（所在地）〒７２２－２３９２ 

     尾道市因島土生町７番地４ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令等の規定によ

る特別の手続等 

 － 

個人情報ファイルの種別 
☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 



令第２１条第６項第２号に

該当するファイル 

☑有 □無 

備  考  － 

 


